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令和４年第３回 大石田町議会臨時会会議録 

 
令和４年４月２８日（木） 大石田町議会臨時会が大石田町議場において招集された。 

 
１．議長（大山二郎君）     午 前 １０ 時 ００ 分   開 会 を 宣 す。 

 

出席議員は次のとおり。 

 

１番 二藤部冬馬 君 ４番 岡﨑英和 君 ７番 大山二郎 君 

２番 今野雅信 君 ５番 村形昌一 君 １０番 芳賀 清 君 

３番 熊谷富太郎 君 ６番 小玉 勇 君   

      

 

 

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため議会に出席した者の職氏名。 

 

町 長 村岡藤弥君  保健福祉課長 八鍬 誠君 

副町長  髙橋慎一君  産業振興課長   

教育長 本多 諭君  (兼)農業委員会事務局長 遠藤秀樹君 

総務課長 土屋弘行君  建設課長 鈴木 太君 

まちづくり推進課 大沼進悟君  教育文化課長  小林基流君 

町民税務課長     

(兼)会計管理者 早坂勝弘君  総務課総務主幹 小玉大輔君 

 

 

 

 

 

 

本会議に、職務のため出席した者の職氏名。 

 

 

 

 

 

議会事務局長 青藤佳幸 

議会事務局議会主査 有川隼人 
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提 出 議 案 目 録 

承認第 1号 令和３年度大石田町一般会計補正予算（第９回）の専決処分の承認について 

承認第 2号 令和３年度大石田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）の専決処分の承認に

ついて 

承認第 3号 大石田町税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について 

承認第 4号 大石田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承

認について 

  

議案第33号 ロータリ除雪車の取得について 
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議 事 の 経 過 
１．議長（大山二郎君） 

おはようございます。 
ただ今から、令和４年第３回大石田町議会臨時会を開会いたします。 
本日の会議に欠席の届出があった議員は、９番 齋 藤 公 一 君であります。出席議員数も

定足数に達しておりますので、ただちに本日の会議を開きます。本日の会議は、議事日程第１号

によって進めてまいります。 
日程第１．会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、大石田町議会会議規則第

１２５条の規定により 
 ６番 小 玉  勇 君、 
１０番 芳 賀  清 君を指名いたします。 
次に、日程第２．会期の決定を議題といたします。会期につきましては、議会運営委員会を開

催していただき協議を願っておりますので、その結果につきましては、議会運営委員会委員長か

ら報告を求めます。議会運営委員会委員長 今 野 雅 信 君。 
１．議会運営委員会委員長（今野雅信君） 

おはようございます。 
それでは、私から議会運営委員会の結果について報告いたします。 
去る４月２１日告示、本日招集されました令和４年第３回大石田町議会臨時議会の会期・議事

運営等について、本日午前９時３０分から議会運営委員会を開き、提出される案件等を考慮し慎

重に協議した結果、本臨時会は皆さんのお手元に配付している会期議事日程のとおりでありま

す。 
すなわち、本臨時会は本日１日限りの会期とし、その内容についてご説明申し上げ、皆さんの

ご賛同をいただきたいと存じます。 
はじめに、ただ今、報告している会期の決定をしていただきます。 
次に、本臨時会に提出されている議案５件を上程し、提出議案について町長の提案理由の説

明及び担当課長の補足説明をしていただきます。 
補足説明終了後、本会議を休憩していただき、議場において全員協議会を開催し本臨時会の

議案説明をお願いしたい考えであります。 
全員協議会終了後、ただちに本会議を再開し議案の審議をお願いし、終決後、本臨時会を閉

会する予定であります。 
なにとぞ、本委員会の決定どおり皆さんのご賛同とご協力をいただき、会議を進めて下さるよう

お願い申しあげ、委員会の報告といたします。 
令和４年４月２８日 大石田町議会運営委員会委員長 今 野 雅 信。 

１．議長（大山二郎君） 
ただ今、議会運営委員会委員長から報告のとおり、本臨時会の会期は本日１日限りとすること

にご異議ありませんか。（議員：「なし。」）異議なしと認めます。したがって、会期は本日限りとする

ことに決定いたしました。 
次に、日程第３．承認第１号から、日程第７．議案第３３号の５件を議題として上程いたします。 
日程第８．町長から上程議案についての提案理由の説明を求めます。大石田町長 村 岡 藤 

弥 君。 
１.大石田町長（村岡藤弥君） 
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おはようございます。 
本日、第３回町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、お忙しい中

ご出席をいただき、心から感謝を申し上げるとともに、日ごろより町政各般にわたって特段のご指

導、ご協力を賜っておりますことに深く感謝を申し上げます。 
さて、ただいま上程となりました議案の大要についてご説明を申し上げます。 
承認第１号「令和３年度大石田町一般会計補正予算（第９回）の専決処分の承認について」で

あります。 
既決の予算から歳入歳出それぞれ３億５，９７４万８，０００円を減額して、予算総額６２億３，６００

万４，０００円とし専決処分したので、地方自治法の定めるところにより承認を求めるものでありま

す。 
承認第２号「令和３年度大石田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）の専決処分の

承認について」であります。 
既決の予算に歳入歳出それぞれ１９４万円を追加して、予算総額９，７３６万円とし専決処分した

ので、地方自治法の定めるところにより承認するものであります。 
承認第３号「大石田町税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認につ

いて」であります。 
地方税法等の一部改正に伴い、大石田町税条例の一部を改正する必要があり専決処分した

ので、地方自治法の規定により承認を求めるものであります。 
承認第４号「大石田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処

分の承認について」であります。 
地方税法施行令の一部改正に伴い、大石田町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が

あり専決処分したので、地方自治法の規定により承認を求めるものであります。 
議案第３３号「ロータリ除雪車の取得について」であります。 
ロータリ除雪車を購入するための入札を行い落札者が決定したので、地方自治法等の規定に

より提案するものであります。 
以上、今臨時会に提出いたしました議案の大要についてご説明申し上げました。なお、詳細に

ついては担当課長から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 
１．議長（大山二郎君） 

続いて、担当課長の補足説明を求めます。総務課長 土 屋 弘 行 君。 
１．総務課長（土屋弘行君） 

私から、補足説明をさせていただきます。議案目録の１ページをご覧いただきたいと思います。 
はじめに、承認第１号「令和３年度大石田町一般会計補正予算（第９回）の専決処分の承認に

ついて」であります。 
別冊になります。専決第１号「令和３年度一般会計補正予算（第９回）」であります。 
１枚めくっていただきまして第１条の予算総額につきましては、町長が申し上げましたとおりであ

りますので省略をさせていただきます。補正予算の内容といたしましては、地方交付税とか各種

交付金につきまして、額が確定いたしましたのでその精査によるもの、及び違約金請求裁判の控

訴をしたことによります補正予算というふうな内容になってございます。 
主なものを申し上げます。歳入では１２款地方交付税３億２，５１４万５，０００円の増額。２０款財

政調整基金繰入金３億２，０００万円の減額。２２款違約金４億５，９８１万円の減額でございます。 
歳出では、２款減債基金及び公共施設整備基金への積立金、１億円の増額。同じく２款国庫補
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助金の返納金８，７７７万４，０００円の減額｡続きまして１２款長期債償還元金３億５，２７６万１，００

０円の減額などでございます。 
続きまして、第２条ございますが、第２表繰越明許費の補正でございます。３つの事業を追加し

ております。 
第３条の第３表地方債の補正でございますが、２つの事業の内容を変更をしております。 
ただ今、申し上げました補正予算につきまして、令和４年３月２８日付で地方自治法の規定に基

づき専決処分をいたしておりますので、その承認をお願いするものでございます。 
続きまして、議案目録の３ページ承認第２号「令和３年度大石田町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３回）の専決処分の承認について」でございます。これも別冊になります。 
専決第２号「令和３年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）」でございます。１枚めくっ

ていただきまして、第１条の予算総額につきましては、同じく省略をさせていただきます。 
内容といたしましては、後期高齢者医療広域連合保険料等負担金、この増額の補正というふう

なことになっております。これも同じく令和４年３月２８日付で、地方自治法の規定に基づき専決処

分をいたしておりますので、その承認をお願いするものでございます。 
議案目録に戻っていただきまして５ページをご覧下さい。 
承認第３号「大石田町税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認につ

いて」でございます。 
１枚めくっていただきまして専決第３号になります。内容としましては、固定資産税の負担調整

措置などの内容でございますけれども、令和４年３月３１日交付の地方税法等の一部を改正する

法律、これに伴う条例改正でございますが、４月１日施行の法律であるため、地方自治法の規定

に基づき専決処分をさせていただきましたので、その承認をお願いするものでございます。 
続きまして、１９ページをご覧いただきたいと思います。 
承認第４号「大石田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処

分の承認について」でございます。 
これも１枚めくっていただきまして、専決第４号になります。内容としましては、国民健康保険料

の賦課限度額を引き上げるというふうな内容の、令和４年３月３１日交付の地方税法施行令等の

一部を改正する政令、これに伴う条例改正でございます。４月１日施行の条例であるため、地方

自治法の規定に基づき専決処分をさせていただきましたので、その承認をお願いするものでござ

います。 
続きまして、２５ページをご覧下さい。 
議案第３３号「ロータリ除雪車の取得について」。 

１．取得する財産 ロータリ除雪車（２．２級） １台 
２．取 得 価 格 ５３，９００，０００円 
３．契約の相手方 山形県山形市大字十文字字１１２８番地１ 

昭和建機株式会社 
代表取締役 石川 清 

ロータリ除雪車購入につきまして、４月２７日に入札会を執行した結果、落札者が決定いたしま

したので、地方自治法に基づく条例の規程によりまして、提案するものでございます。 
以上、５件の補足説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

１．議長（大山二郎君） 
以上をもって、上程議案について町長の提案理由の説明、及び担当課長の補足説明を終わり

ます。 
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暫時休憩いたします。議員は自席で休憩願います。 
 
 
 

休憩  午前 １０ 時 １６ 分 
（全員協議会 【於：議場 午前１０時２５分～午前１１時１５分】） 

再開  午前 １１ 時 １５ 分 
 
 
 

１．議長（大山二郎君） 
再開いたします。 
議案の審議を行います。 
日程第９．承認第１号を議題といたします。ご質疑のある方の発言を許します。ありませんか。

（議員：「なし。」）ご質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 
次に、討論のある方の発言を許します。（議員：「なし。」）討論もないようでありますので、これを

もって討論を終結いたします。 
これより、承認第１号を採決いたします。採決は表決システムにより行います。原案のとおり可決

するに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそれぞれ押して下さい。押し忘れ

なしと認め確定いたします。全員賛成と認めます。 
よって、承認第１号「令和３年度大石田町一般会計補正予算（第９回）の専決処分の承認につ

いて」は、原案のとおり承認されました。 
日程第１０．承認第２号を議題といたします。ご質疑のある方の発言を許します。（議員：「な

し。」）ご質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 
次に、討論のある方の発言を許します。（議員：「なし。」）討論もないようでありますので、これを

もって討論を終結いたします。 
これより、承認第２号を採決いたします。採決は表決システムにより行います。原案のとおり承認

するに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそれぞれ押して下さい。押し忘れ

なしと認め確定いたします。全員賛成と認めます。 
よって、承認第２号「令和３年度大石田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３回）の専決

処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 
次に、日程第１１．承認第３号を議題といたします。ご質疑のある方の発言を許します。６番 小 

玉  勇 君。 
１．６番（小玉勇君） 

この説明資料ちょっとお願いします。個人住民税の住宅ローン控除っていう話ですけど、これで

すね、施行期日が令和５年の１月からっていうのはどういう理由でなのか、ちょっと今説明お願い

します。 
１．議長（大山二郎君） 

町民税務課長 早 坂 勝 弘 君。 
１．町民税務課長（早坂勝弘君） 

所得税の法律とあとは地方税の町県民税がありまして、町県民税は今年の法律に基づく所得
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税の余った分を、不足分を、来年度の町県民税から差し引くということで施行がズレております。

そういう意味です。 
１．議長（大山二郎君） 

他にございませんか。（議員：「なし。」）ご質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終

結いたします。 
次に、討論のある方の発言を許します。（議員：「なし。」）討論もないようでありますので、これを

もって討論を終結いたします。 
これより、承認第３号を採決いたします。採決は表決システムにより行います。原案のとおり承認

するに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそれぞれ押してください。押し忘

れなしと求めます。全員賛成と認めます。 
よって、承認第３号「大石田町税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承

認について」は、原案のとおり承認されました。 
次に、日程第１２．承認第４号を議題といたします。ご質疑のある方の発言を許します。ありませ

んか。６番 小 玉  勇 君。 
１．６番（小玉勇君） 

この限度額のっていうお話ですけども、たとえば、今までの６３が６５になった場合にですね、２

万円分をスケール大きくなるんだけども、これはないだや、上限額だけが上がってたとえば真ん中

あたりの人たちっていうのは別に問題ないの。ちょっと説明するの難しいんだけど、大きいものが

あればそれを２分の１、３分の１した場合にどうのこうのって、少しずつズレてくると思うわけよね。単

純に考えれば。この２万円アップとかいうのは、別に最高額だけが上がって、別にその下あたりの

人たちは何ら問題ないっていうふうに考えていいのかな。 
１．議長（大山二郎君） 

保健福祉課長 八 鍬  誠 君。 
１．保健福祉課長（八鍬誠君） 

基礎課税額、あとは後期高齢者支援金等の課税額については、２万円と１万円引き上げなりま

すが、これについては上限額だけが上がるということで、その他については特に影響はないもの

でございます。 
１．議長（大山二郎君） 

他にありませんか。（議員：「なし。」）ご質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結

いたします。 
次に、討論のある方の発言を許します。（議員「なし。」）討論もないようでありますので、これをも

って討論を終結いたします。 
これより、承認第４号を採決いたします。採決は表決システムにより行います。原案のとおり承認

するに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそれぞれ押して下さい。押し忘れ

なしと認め確定いたします。全員賛成と認めます。 
よって、承認第４号「大石田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての

専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 
次に、日程第１３．議案第３３号を議題といたします。ご質疑のある方の発言を許します。４番 

岡 﨑 英 和 君。 
１．４番（岡﨑英和君） 

町長にお伺いします。大変高額なあの消耗備品の導入ですので、当然、必要な時期、降雪期
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までに予定通り納入にならければ一大事になります。そのへん注視していく必要がございますが、

どう考えられますか。 
１．議長（大山二郎君） 

町長 村 岡 藤 弥 君。 
１．町長（村岡藤弥君） 

詳しいことはちょっとわからないんですけれども、もちろんあの入札の内容ですので、その納期

までは入るような形にはなろうかとは思いますけれども、一応世界の状況がかなり厳しい部分があ

りますので、まずは入札の内容通り進めていく、指導していくというふうな形になるかと思います。 
１．議長（大山二郎君） 

４番 岡 﨑 英 和 君。 
１．４番（岡﨑英和君） 

といいますのも、今年度の当初予算額５，４４５万７，０００円に対して、今回予定価格５，４４５万６，

６００円、ほぼほぼ同額です。で、落札価格５，３９０万。ほぼほぼギリギリぐらいということも正直こ

の予算置いた段階では多少なりとも含みがあったのかな。それがこの情勢、昨今の情勢で物価が

著しく上がっている。当然、鉄を含むあらゆる原材料が上がっている中で、ちょっとまああの注視し

なければならないなという時期かなと思って今質問です。ちなみに２社ありました。取れなかった

ほう、事業規模で落札業者より数段大きな会社ですが差額が４１８万円あった。たとえば見方によ

っては、落札した業者は今の物価レートで値付けをした。取れなかったほうは先を見据えた物価

レートで値付けをした。その結果、たとえば今聞いたとおり、いや、納入の時期までこの金額の材

料が手配できなかったから納入できません。んじゃ困るわけですよ。それなので、ちょっと決して

良いとか悪いとかじゃなくて、やっぱり必要事項、情勢をみながらきちんと不備なく納入なるように

向けて注視していく必要があるのかなと思うので質問しました。改めて町長答弁一言お願いしま

す。 
１．議長（大山二郎君） 

町長 村 岡 藤 弥 君。 
１．町長（村岡藤弥君） 

これは、これから計画するわけですので、その沿った内容で進めてもらうということは当然のこと

かと思います。 
１．議長（大山二郎君） 

よろしいですか。他にございませんか。（議員：「なし。」）ご質疑もないようでありますので、これを

もって質疑を終結いたします。 
次に、討論のある方の発言を許します。（議員：「なし。」）討論もないようでありますので、これを

もって討論を終結いたします。 
これより、議案第３３号を採決いたします。採決は表決システムにより行います。原案のとおり可

決するに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそれぞれ押してください。押し

忘れなしと認め確定いたします。全員賛成と認めます。 
よって、議案第３３号「ロータリ除雪車の取得について」は、原案のとおり可決されました。 
以上をもって、令和４年第３回大石田町議会臨時会の全日程を終了いたしました。 
町長から発言を求められておりますので、これを許します。大石田町長 村 岡 藤 弥 君。 

１．大石田町長（村岡藤弥君） 
本日の第３回町議会臨時会の閉会にあたり、一言お礼を申し上げます。 
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議員各位におかれましては、急きょご参集いただき、そして慎重審議のうえ提案いたしました案

件を原案どおり、ご承認、ご可決いただきまして、誠にありがとうございました。 
今後とも、町民目線で各分野において全力で取り組んでまいりますので、議員各位におかれま

しても、変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます。 
本日は、大変ありがとうございました。 

１．議長（大山二郎君） 
これをもって、令和４年第３回大石田町議会臨時会を閉会いたします。 
ご苦労様でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

閉会  午前 １１ 時 ２７ 分  


